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茨城町公式SNSで情報発信中！

▶町公式
　LINE

▶町公式
　X

▶町公式
　Instagram

　　　茨城町不妊治療費助成事業のご案内
～不妊治療における助成制度が新しくなりました～

▶対象者　次の全ての要件に該当している方
　〇法律上の婚姻をしている夫婦
　〇不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に判断されたもの
　〇夫または妻のいずれかが、申請する日において１年以上茨城町に住所を有していること
　〇申請に係る検査・治療について、他の地方公共団体において医療費助成を受けていないこと

▶申請の流れ　　※検査や治療を受ける前に、必ずこども課にご相談ください。

　
▶申請期限　１回の検査・治療が終了した日から６か月以内
　　　　　　申請方法などの詳細は、町ホームページをご覧ください。

【問合せ先】　こども課　こども家庭センターグループ　☎ 029－240－7129（直通）

令和８年度

▶対象となる治療
対象年齢助成回数助成限度額治療の内容治療の種類

制限なし

制限なし
保険適用回数終
了後の治療も助
成の対象です。

1回の治療＊2に
つき上限15万円体外受精、顕微授精など生殖補助医療

（先進医療の併用も含む）

1回の治療＊2に
つき上限10万円

精巣または精巣上体から精子を採取
するための手術（生殖補助医療の治
療に至る過程で行われた治療に限る）

男性不妊治療

5万円に達する
まで複数回申請
できます。

1年度につき上限
5万円

不妊検査（不妊の原因検索を目的と
した、不妊治療開始日までの検査）、
タイミング療法、人工授精など

一般不妊治療

＊１　妊娠判定日または妊娠に至っていないと判断した日もしくは医師の判断により治療を終了した日を指します。
＊２　採卵準備のための「薬品投与」の開始から、「妊娠の確認」まで（または医師の判断によりやむを得ず治療を終了したときまで）の一連の過程を指します。

　茨城町では、不妊治療・検査を受けた方を対象に、治療にかかる費用の一部を助成します。
　治療終了日＊1が令和8年4月1日以降の治療が対象です。

①相談
④申請

⑤決定通知
助成金振込

②治療・検査

③証明書交付
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【事業者の皆様】 中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金のお知らせ
　町では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、エネルギー価格や物価の高騰に
よる経済的負担を軽減するため、町内の事業者に対し、茨城町中小企業等エネルギー価格高騰対策支
援金の給付を実施します。

▶支援金額　　一律　３万円（申請期間内の支援金の給付は１事業者につき１回限りです。）
▶給付対象　　下記の①～⑥の要件をすべて満たす方
①町内に事業所を有する中小企業者等または町内に住所を有する個人事業者であること（農林水産
業を除く）。

②令和７年12月以前に事業を開始しており、今後も事業を継続する意思を有すること。
③本支援金の申請日までに到来した納期限の町税を完納していること。
④茨城町暴力団排除条例（平成24年茨城町条例第１号）第２条第１項第１号から第３号までの規
定に該当する者でないこと。

⑤政治団体、宗教上の組織または団体（法人も含む）ではないこと。
⑥大企業が資本金の２分の１以上を所有していない、または役員のうち２分の１以上を占めていな
いこと。

▶申請期間　　５月11日（月）～ ７月31日（金）（当日消印有効）
▶申請方法　　郵送または商工観光課（2階14番窓口）に直接持参

　　　　　　　　　　　※詳しくは、町ホームページをご確認ください。⇨

【問合せ先】　商工観光課　商工観光グループ　☎ 029－240－7124（直通）

まだ申請されていない戦没者等のご遺族の皆さまへ

第十二回特別弔慰金が支給されます
▶請 求 期 間　　令和７年４月１日～令和10年３月31日まで
▶支給対象者　　令和７年４月１日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺

族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、次の順
番による先順位のご遺族の方お一人に支給します。

▶支 給 内 容　　額面２７万５千円、５年償還の記名国債
▶請 求 窓 口　　社会福祉課（１階２番窓口）
▶留 意 事 項 〇特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債
　　　　　　　　を受け取った方が責任を持って行うことになります。

〇期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
請求手続きなど詳しくは、社会福祉課までお問い合わせください。

【問合せ先】　社会福祉課　☎ 029－240－7112（直通）

戦没者等の死亡当時のご遺族で
１．令和７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
２．戦没者等の子
３．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
　　　※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
４．上記１～３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
　　　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上、戦没者等と生計関係を有していた方
　　　　に限ります。
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2/1712/1610/21８/19６/17４/15３～４か月児
育児相談

R8.10.1
～

11.30生

R8.8.1
～

9.30生

R8.6.1
～

7.31生

R8.4.1
～

5.31生

R8.2.1
～

3.31生

R7.12.1
～

R8.1.31生
対　象

2/2612/1810/238/286/26４/24ごっくん
教室

R8.8.1
～

9.30生

R8.6.1
～

7.31生

R8.4.1
～

5.31生

R8.2.1
～

3.31生

R7.12.1
～

R8.1.31生

R7.10.1
～

11.30生
対　象

3/171/2011/189/167/155/20８～９か月児
育児相談

R8.6.1
～

7.31生

R8.4.1
～

5.31生

R8.2.1
～

3.31生

R7.12.1
～

R8.1.31生

R7.10.1
～

11.30生

R7.8.1
～

9.30生
対　象

3/111/1411/129/107/95/7１歳６か月児
健診

R7.7.10
～

8.31生

R7.5.16
～
7.9生

R7.3.2
～

5.15生

R7.1.11
～
3.1生

R6.11.1
～

R7.1.10生

R6.9.1
～

10.31生
対　象

2/2512/1010/228/206/11４/16２歳児
歯科検診

R6.10.16
～

11.30生

R6.7.9
～

10.15生

R6.6.6
～
7.8生

R6.4.20
～
6.5生

R6.2.1
～

4.19生

R5.12.1
～

R6.1.31生
対　象

2/161/1212/2211/179/297/286/235/26３歳児
健診

R5.8.17
～

9.30生

R5.7.13
～

8.16生

R5.6.2
～

7.12生

R5.4.2
～
6.1生

R5.2.2
～
4.1生

R4.12.19
～

R5.2.1生

R4.11.11
～

12.18生

R4.10.1
～

11.10生
対　象

3/41/2812/1710/159/38/66/255/21５歳児
健診

R4.2.9
～
4.1生

R3.12.26
～

R4.2.8生

R3.11.10
～

12.25生

R3.9.26
～

11.9生

R3.8.23
～

9.25生

R3.6.30
～

8.22生

R3.5.21
～

6.29生

R3.4.1
～

5.20生
対　象

～お子さんの健やかな成長・発達のために幼児健診を受けましょう。対象者には、個人通知でお知らせします。～

場所：茨城町総合福祉センター
「ゆうゆう館」令和８年度（保存版）母子保健事業のご案内

母子保健事業
妊娠期から子育て期を、保健
師、助産師、看護師が切れ目
なく支援します。
【主な支援】
〇妊娠届出、母子健康手帳の交付
〇パパママ教室
〇産後ケア事業
〇乳幼児健康診査・育児相談等

家庭児童相談
18歳までのお子さんや子育て
家庭の心配事に応じて、家庭
児童相談員、保健師が支援し
ます。
【主な支援】
〇家庭相談
〇児童虐待
〇ヤングケアラー支援
〇子育て短期支援事業

未就学児までのお子さんを対
象に、寄り添い支援していき
ます。
【主な支援】
〇イベントの開催
〇子育てセミナー
〇子育て相談

妊娠期から子育て期までを切れ目なくサポートします！
　　　～茨城町の子育てのことなら、なんでもご相談ください～

こども家庭センター 子育て支援センター

　安心して出産や子育てができるよう、皆さんからの相談に対して、母子保健と児童福祉の両面から、必要な情
報・サービスの提供など、切れ目ない支援を行います。不安な気持ちをため込まず、まずはご相談ください。

【問合せ先】こども課　こども家庭センター　☎　029－240－7129（直通）
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　75歳以上になられた時に（65歳以上で一定の障がいがある方は申請により）加入していただく後期高齢者医
療制度について、令和８年度の保険料率は、下記のとおりです（茨城県内は均一の保険料率となります）。
　保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」 と被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を
合計して、個人単位で計算されます。
　令和８年度から、「子ども・子育て支援金制度」が開始され、従来の保険料（医療分）とあわせて、子ど
も・子育て支援金分（子ども分）が保険料として徴収されます。

令和８年度　後期高齢者医療制度　保険料率のお知らせ

※保険料率は、2年ごとに見直されます（子ども分については、令和９年度に再度見直し予定です）。
　詳細は、広報いばらき（おしらせ版）5月１５日号をご確認ください。

 ゆうゆうカフェとは 
　認知症の方やご家族が気軽に集える場所です。
　「最近ちょっと心配…」そんな気持ちを抱えていませんか？
　ゆうゆうカフェで、同じ立場の方と出会い、情報交換や活動を通し
て『ほっとできる時間』を過ごしましょう。
　参加をご希望の方は、地域包括支援センターまでお申し込みください！

釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

 どんなことをするの？ 
　①ボランティアの人や参加者と楽しくおしゃべり
　②認知症や介護について情報交換や相談
　③認知症予防体操やレクリエーション

▶開催日時　5月20日（水）、7月15日（水）、9月16日（水）、11月18日（水）
　　　　　　令和９年1月20日（水）、3月17日（水）
　　　　　　午前10時～11時30分
▶場　　所　茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」2階　会議室3
▶参　加　費　無料
▶そ　の　他　各日程、前日の正午までに地域包括支援センターへお申し込みください。

【申込み・問合せ先】　茨城町地域包括支援センター　☎ 029－292－8577

 令和８年度 

　ゆうゆうカフェ開催のお知らせ

【問合せ先】
　1　保険料の計算について　　　　　　　　
　　　茨城県後期高齢者医療広域連合　事業課 　☎ 029－309－1213（平日　午前８時30分～午後５時15分）
　2　保険料の納付について　　　　　　　　
　　　茨城町保険課 　　　　　　　　　　　　　☎ 029－240－7113（直通）（平日　午前８時30分～午後５時15分）
　3　子ども・子育て支援金制度について　　　　　　　　
　　　こども家庭庁コールセンター 　　　　　　☎ 0120－303－272 （平日/土曜日　午前９時～午後６時）

➡

令和７年度

保険料率

47,500円均等割額

9.66％所得割率

80万円賦課限度額（上限）

令和８年度
子ども分
保険料率

医療分
保険料率

1,400円49,500円
0.28％9.32％
2万1千円85万円
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【申込み・問合せ先】　長寿福祉課　☎ 029－291－8407（直通）

花まる健康教室（一般介護予防事業）参加者募集
　適度な運動を習慣にすることは筋力の低下を予防し、指先や頭を使うことは脳を
活性化して、認知症予防に効果があります。楽しく仲間づくりをしながら健康寿命
を延ばしましょう！

【花まる健康教室】
講　師参加費定　員場　所曜日・時間回　数内　容コース名

介護老人
保健施設
エバーグリーン

6,000円
各コース
20人

茨城町総合
福祉センター
「ゆうゆう館」
2階多目的室

毎週火曜
午後２時～
３時30分

週１回
全30回

運動を中心にした、
介護に陥らない体
づくりを目指しま
す。

火　曜
コース

株式会社
スマイルハート

茨城町総合
福祉センター
「ゆうゆう館」
2階教養娯楽室

毎週木曜
午前10時～
11時30分

木　曜
コース
（午前）

毎週木曜
午後２時～
３時30分

木　曜
コース
（午後）

茨城町社会
福祉協議会

茨城町総合
福祉センター
「ゆうゆう館」
2階多目的室

毎週金曜
午後１時30分
～２時30分

脳トレで認知症を
予防し、地域で元
気に暮らし続ける
事を目指します。

金　曜
コース

▶実施期間　　令和８年６月～令和９年２月

▶対　　象　　65歳以上の茨城町在住の方
　　　　　　　※運動を希望の方で、医師から制限事項がある場合には、事前に
　　　　　　　　ご相談ください。

▶送　　迎　　火曜・木曜コースはなし。金曜コースのみ要相談。

▶募集方法　　①4コースの中から第1希望～第4希望をお選びください。
　　　　　　　②申請書に必要事項を記入し、長寿福祉課までお申し込みくだ
　　　　　　　　さい。
　　　　　　　※申請書は長寿福祉課窓口（1階3番窓口）にあります。
　　　　　　　※ご本人への確認事項がありますので、代理による申請はできま

釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫
　　　　　　　　せん。

釈 若錫錫錫

▶募集期間　　４月20日（月）～５月８日（金）

▶参　加　費　　6,000円／30回

◆実施期間はコースにより異なるため、詳細日程や参加費の納入方法は、参加者
の方に後日通知します。

↑火曜コース

↑木曜コース

↑金曜コース
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軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税のののののののののののののののののののののののの減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度ののののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららららららららららら軽自動車税の減免制度のお知らせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
　心身に障がいのある方が使用する軽自動車・二輪車などについて、一定の要件を満たす場合、申請した年度
の軽自動車税の減免（免除）を受けることができます。なお、申請は毎年必要になります。

【注意事項】
・心身に障がいのある方の移動のために使用していない軽自動車は減免の対象にはなりません。
 （例：入院中、施設入所中など）
・減免は一人につき普通自動車も含め一台に限ります。
　※普通自動車の減免手続きについては、水戸県税事務所（☎029－221－6605）へお問い合わせください。
・減免を受けると福祉タクシー助成券を利用できません。
・軽自動車税が口座振替の場合、納付書払いへの切り替えが必要です。
・減免承認までは車検の納税確認ができません。令和８年６月中に車検を受ける方は申請時にご相談ください。

【問合せ先】税務課　☎ 029－240－7114（直通）

手帳の等級身体障害者手帳
（交付年月日が令和８年３月31日以前のもの）

６級５級４級３級２級１級障害の区分
●●●●視覚障害

●●聴覚障害
●平衡機能障害

●音声機能障害（こう頭摘出の場合に限る）
（音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害）

●●上肢障害
○○○●●●下肢障害

○●●●体幹機能障害
●●上肢機能乳幼児期以前の非進行性

●●●●●●移動機能脳病変による運動機能障害
●●心臓機能障害
●●じん臓機能障害
●●呼吸器機能障害
●●ぼうこうまたは直腸機能障害
●●小腸機能障害
●●●免疫機能障害
●●●肝臓機能障害

●は障がいのある方本人、生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合に対象
○は障がいのある方本人が運転する場合に限り対象

軽自動車税の減免制度のお知ら軽自動車税の減免制度のお知らせせ

【対象となる軽自動車等】
◆　心身に障がいのある方が所有し、使用する車両
◆　心身に障がいのある方のために生計を一にする方が所有し、使用する車両
◆　心身に障がいのある方が所有する車両のうち、心身に障がいのある方のために常時介護する方が使
　用する車両（障がいのある方のみで構成されている世帯のみ対象）

【対象となる障害等級】

【申請期間】
納付書が届いた日（５月中旬頃）～
６月１日（月）
※口座振替の登録がされている方は、
　５月１５日（金）までにご相談くださ
　い。

【申請場所】
　税務課　１階５番窓口

【必要書類】
１．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
　　戦傷病者手帳
２．令和８年度軽自動車税納税通知書 ※納付せずにお持ちください

姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

３．軽自動車税減免申請書
　　（ホームページ・窓口にてご用意してあります。）
４．運転する方の運転免許証（免許証両面をコピーしたものも可）
５．納税義務者のマイナンバー確認書類（マイナンバーカードなど）
６．障がいのある方と住所の異なる方が運転する場合は扶養関係
　　または親族関係がわかる書類（資格確認書や戸籍謄本など）

療育手帳
（茨城県で交付され、判定が有効期限内のもの）
判定が佳（最重度）またはＡ（重度）

精神障害者保健福祉手帳
（判定が有効期限内のもの）

障害等級が１級で下記のいずれかに
該当する場合
・自立支援医療受給者証（精神通院）
の交付を受けている方
・医療福祉費受給者証（マル福）の
交付を受けている方
・当該障がいの治療のため通院して
いる方

戦傷病者手帳の交付を受けている方は身
体障害者手帳と同等の障がいがあれば
対象になります。

その他の条件や必要書類など、
詳しくは茨城町ホームページを
ご覧ください。 町ホームページはこちら
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職場の健康保険に加入した皆さまへ
　国民健康保険（以下、国保）の加入者が就職等により職場の健康保険に加入した場合は、
国保を脱退する手続きが必要です。下記のものを持参し、保険課までお越しください。
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫
　※同一世帯の方は電子申請が可能です。

▶手続きに必要なもの
・職場の資格確認書または資格情報のお知らせまたはマイナポータルの資格情報画面（職場の健康保険に加
入した方全員分）

・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ（職場の健康保険に加入した方全員分）
・来庁者の本人確認書類（マイナンバーカードなど）
・世帯主名義の口座情報が確認できるもの（通帳またはキャッシュカード）
・委任状（別世帯の方が手続きする場合は必要）

▶注意事項
・健康保険組合等に加入した後に、茨城町国保を使用して医療機関を受診した場合は、医療費を茨城町に 
返還していただくことになります。

・国保の脱退手続きを行わないと、国保税が課税されたままになります。
・郵送での手続きを希望する場合は、必要な書類を郵送しますので、下記までご連絡ください。
　なお、返送代・コピー代についてはお客様負担となります。

最新年度の所得証明書・課税（非課税）証明書について
　令和８年度（令和７年分）※の町・県民税に関する所得証明書・課税（非課税）証明書の発行開始
日は下記のとおりです。税務課窓口にて取得の場合には、本人確認書類を必ず持参してください。本
人または同居家族以外の代理人が申請する場合は、委任状が必要です。詳しくは税務課までお問い合
わせください。
　※令和７年１月１日～令和７年12月31日の所得

 発行可能な方 　令和８年１月１日時点で町内に住民記録がある方

【問合せ先】　税務課　住民税グループ　☎ 029－240－7114（直通）

手数料（円）交付開始日対象者

300円５月１５日（金）
煙町・県民税の全額を給与から天引き（特別徴収）で納める方
煙上記の控除対象配偶者および扶養親族

300円６月１２日（金）

煙納付書または口座振替（普通徴収）で納める方
煙給与特別徴収と普通徴収の両方で納める方
煙年金からの天引き（年金特別徴収）で納める方
煙非課税の方
煙上記の控除対象配偶者および扶養親族

200円６月１２日（金）煙マイナンバーカードを利用してコンビニで証明書を取得する方

【問合せ先】　保険課　国保グループ　☎ 029－292－7113（直通）

安い！安心！　ジェネリック医薬品を利用しましょう

いばらき電子申請・届出サービスは
こちら→
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長…長岡幼稚園　　　　ま…まさみ幼稚園　　　飯…飯沼こども園
さ…さくらこども園　　い…いばらき幼稚園　　中…いばらき中央認定こども園
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土金木水火月日
２１

なかよくあそぼう
（こどもの日集会）
子どもの集い 
９:45～（予約済）

長

飯

９８７６５４３
土曜日イベント：
親子体操（要予約）

ま親子ふれあいタイム
野菜の苗を植えよう
身体測定・おはな
しの会

長
ま
飯

母の日のプレゼン
ト作り
ヤクルトさんのお
なか元気教室、ラ
ンチタイム

ま

さ

16151413121110
つくってあそぼう
（小麦粉粘土遊び）
おはなし会（要予約）
手形アート①
「お花」(要予約)
 

長

ま
飯

親子体操
５月生まれのお友達!　園児と
“お誕生会”9:45～（要予約）
ぷるぷる♪寒天あそ
び、ランチタイム

ま
飯

さ

読み聞かせ(職員)
リトミック（ペンギンコース10：
00～、イルカコース10：50～）
【制作】５月のカレ
ンダー②(要予約)
春のお散歩Day、
ランチタイム
電車に乗って出かけよう♪

長
ま

飯

さ

い

親子ふれあいタイム
【制作】５月のカレ
ンダー①(要予約)
親子でふれあい体
操教室☆

長
飯

中

ベビーマッサージ
（要予約）
はらぺこあおむし
の足形アート、ラ
ンチタイム

ま

さ

23222120191817
なかよくあそぼう
（戸外遊び）
ながーいながいカ
ラフルトンネル

長

飯

サーキット遊び
10：30～ （要予約）
５月生まれの誕生
会＆新聞紙遊び、
ランチタイム

ま

さ

なかよくあそぼう
（サーキット遊び）
どろんこ遊び
手形アート②
「お花」(要予約)
ママのリフレッシュ♡ハンド
マッサージ、ランチタイム
シャボン玉で遊ぼう！

長

ま
飯

さ

い

どろんこ遊び
身体測定・おはな
しの会
納豆工場見学へ行
こう♪（予約制）

ま
飯

中

どろんこ遊び
はらぺこあおむし
の足形アート、ラ
ンチタイム

ま
さ

30292827262524
誕生会
誕生会（要予約）
親子クッキング
９：４５～（要予約）

長
ま
飯

家族の日プレゼン
ト制作、ランチタ
イム

さ親子ふれあいタイム、身体測定
ベビーフォト撮影会
<６月分>（要予約）
【制作】６月のカレ
ンダー①（要予約）
家族の日プレゼント
制作、ランチタイム
宝探しをしよう☆

長
ま

飯

さ

い

クッキング（要予約）
お部屋を飾ろう！
ママのためのスト
レッチヨガ

ま
飯
中

プラバンキーホル
ダー作り（150円）、
ランチなし・昼食
持参OK

さ

31
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印
印
印
印
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印
印
印
印

行政相談・行政書士
無料相談会を開催します

【問合せ先】 都市整備課　☎ 029－240－7116（直通）

　各町営住宅の入居者を、以下のとおり募集してい
ます。詳しくは町ホームページをご覧になるか、問
い合わせ先までご連絡ください。
▶募集住宅の内容（令和８年３月末日現在）

※入居する際は、浴槽・風呂釜・台所の湯沸し器等は
自己負担になります。また、入居申込後に住宅を
修繕するため、入居までに時間が必要となります。

▶対象　次の要件をすべて満たす方
姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

・現在、住宅に困っている方（持家のある方は不可）
・県内に住所または勤務場所がある方
・同居または同居しようとする親族がいる方
・県税および市町村税等を滞納していない方
・申込者および同居者が暴力団員でない方
※その他収入基準にあてはまる方
※単身で入居の場合は、60歳以上の方等の要件が
　ありますので、下記までお問い合せください。

▶家賃　建設年度や入居者の収入に応じた家賃とな
　　　　ります。

空室数（戸）建設年度間取り住宅名
15昭和50～昭和54３DK長岡団地
10昭和55～昭和57３DK矢頭団地
14平成 3～平成 8３DK奥谷団地
2平成12３DK下飯沼団地
1昭和49２K谷田部住宅

町営住宅の入居者を随時募集しています

行政相談
　「どこの窓口に申請すればよいか教えてほしい」
など、行政に対する手続き等で困っていることは
ありませんか。町では総務大臣から委嘱された２
人の行政相談委員が活動しており、下記の日程で
相談を受け付けます。
▶日　時　５月１３日（水）　午後１時～４時
▶場　所　茨城町役場２階　第１会議室
▶行政相談委員　草野　一夫、海老澤　栄子
▶その他　事前申込不要（受付順）、無料
【問合せ先】秘書広聴課　秘書広報・協働推進グループ
　　　　　☎ 029－291－8802（直通）

行政書士無料相談会
　遺言、相続、各種許可等の行政手続き相談など、
行政書士が、下記の日程にて相談会を行います。
▶日　時　５月１３日（水）　午後１時～４時
▶場　所　茨城町役場２階　第２会議室
▶その他　事前申込不要（受付順）
　　　　　毎月第２水曜日開催
【問合せ先】茨城県行政書士会　水戸支部事務局
　　　　　☎ 029－303－5812　

※注意事項
　相談時間は最大30分間を目安とし、長時間
　の相談はお控えください。

謂

井

遺

亥

違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違

違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違

医
医
医
医
医
医
医
医
医
医
医
医
医
医

医
医
医
医
医
医
医
医
医
医
医
医
医
医

「見守り」と「気づき」で高齢者の被害を防ごう

困った時は早めに消費生活センター等に相談を！
【相談・問合せ先】　茨城町消費生活センター　☎ 029－291－1690（直通）
　　　　　　　　　相談受付時間　午前９時～正午　午後１時～４時（木・土・日・祝日を除く）
　　　　　　　　　消費者ホットライン　☎188（局番なし）   

消費生活
センター

　高齢者の消費トラブルは、「一人でいることが多い」、「記憶があいまいで証拠や問題点を見つける
ことが難しい」という高齢者の特徴により発生し、「被害にあってもだまされたことに気が付かない」
という傾向があります。町民の皆さまの「見守り」と「気づき」で消費者被害を未然に防ぎましょう。

＜家の様子＞
□ 不審な契約書や請求書、宅配業者からの不在通知などはないか
□ 不審な健康食品などはないか、また同じような商品が大量にないか
□ 屋根や外壁などに不審な工事の形跡がないか
□ 不審な車や業者が出入りしている形跡はないか
＜本人の様子＞
□ 定期的にお金をどこかに支払っている様子はないか
□ お金に困っている様子はないか
□ 何を買ったか覚えていないなど、判断能力に不安はないか

 気が付いたときのポイント
＜さりげない声かけ＞
　・「なにかお困りではありませんか」と声かけをお願いします。
＜専門の機関へつなぐ＞
　・トラブルにあっていたら消費生活相談をすすめましょう。
　　「相談するほどでもないかな？」「こんな時はどうしよう？」
　　と迷った時も、ひとりで判断せず、まずはお気軽にお問い合わせください。

！
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登
録
制
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス

　
放
送
内
容
を
、
放
送
と
同
時
に
メ
ー

ル
で
配
信
し
ま
す
。

登
録
用
二
次
元

バ
ー
コ
ー
ド
は
こ
ち
ら
 →

防
災
行
政
無
線
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
放
送
内
容
が
、
自
動
音
声
で
流
れ
ま
す
。

☎
０
８
０
０（
８
０
０
）８
８
４
８（
無
料
）

　
ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
放
送

内
容
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

総
務
課
　
防
災
・
危
機
管
理
グ
ル
ー
プ

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
２
５（
直
通
）

　
町
で
は
、
毎
月
第
３
水
曜
日
（
午
前

９
時
～
　
時
　
分
）
に
健
康
相
談
の
時

11

30

間
を
設
け
て
い
ま
す
。
自
分
や
家
族
の

こ
こ
ろ
・
か
ら
だ
の
健
康
に
関
す
る
こ

と
な
ど
、
お
気
軽
に
町
の
保
健
師
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　
ご
希
望
の
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
予
約
・
問
合
せ
先
】　
健
康
増
進
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
３
４（
直
通
）

※
妊
産
婦
な
ら
び
に
０
歳
か
ら
　
歳
ま

18

で
の
子
ど
も
と
そ
の
ご
家
族
の
方
は
、

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

【
問
合
せ
先
】　
こ
ど
も
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
２
９

　
日
本
赤
十
字
社
は
、
人
々
の
幸
せ
と

世
界
の
平
和
を
目
指
し
て
、
災
害
救
護
、

国
際
支
援
、
救
急
法
等
の
講
習
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
養
成
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
活
動

は
、
町
民
の
皆
さ
ま
、
法
人
の
皆
さ
ま

か
ら
寄
せ
ら
れ
る
赤
十
字
活
動
資
金

（
募
金
）
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
令
和
７
年
度
も
多
く
の
皆
さ
ま
か
ら

赤
十
字
活
動
資
金
（
募
金
）
の
ご
協
力

を
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
そ
の
実
績
に
つ
い
て
ご
報

告
し
ま
す
。

　
今
後
と
も
日
本
赤
十
字
社
の
活
動
に

ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。

▼
個
人
・
世
帯
か
ら
の
寄
付
　
（
一
般
社

資
）
寄
付
総
額
３
４
５
万
３
，
６
０
０

円
（
３
月
　
日
現
在
）

１６

▼
法
人
・
個
人
か
ら
の
大
口
の
寄
付
　

（
特
別
社
資
）

寄
付
総
額
　
万
円
（
３
月
　
日
現
在
）

２７

１６

▼
ご
協
力
い
た
だ
い
た
法
人
様
一
覧

※
茨
城
町
分
区
で
寄
付
を
受
け
付
け
、

広
報
掲
載
に
つ
い
て
同
意
が
得
ら
れ
た

法
人
様
の
み
掲
載
し
て
い
ま
す
。

（
順
不
同
、
敬
称
略
）

堀
越
医
院
、（
株
）リ
ー
テ
ム
、
山
田
車

体
工
業（
株
）、
は
せ
が
わ
歯
科
医
院
、

小
河
原
セ
メ
ン
ト
工
業（
株
）、（
株
）電

研
工
業
、
水
戸
暖
冷
工
業（
株
）、
た
か

つ
ち
歯
科
医
院
、（
株
）茨
城
圧
力
機
器

製
作
所
、
お
お
ど
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
、

（
株
）茨
城
県
中
央
食
肉
公
社
、
常
陸
森

紙
業（
株
）、
梅
の
里
あ
い
の
家
、（
株
）

松
浦
工
務
店
、
石
崎
病
院
、
谷
口
内
科

医
院
、（
有
）か
み
い
し
石
材
工
業
、
茨

城
い
す
ゞ
自
動
車（
株
）水
戸
営
業
所
、

介
護
老
人
保
健
施
設
レ
イ
ク
ヒ
ル
ひ
ぬ

ま
、
介
護
老
人
保
健
施
設
エ
バ
ー
グ

リ
ー
ン
、
ア
サ
ガ
ミ
プ
レ
ス
い
ば
ら
き

（
株
）、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
桜
の
郷

元
気
、
日
本
瓦
斯
株
式
会
社
、
緒
方
内

科
循
環
器
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
み
ど
り
の
杜
、
茨
城
補
成
会

涸
沼
学
園
、
桜
の
郷
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
い

ば
ら
き
診
療
所
こ
づ
る
、
ト
ヨ
シ
マ
デ

ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

【
問
合
せ
先
】　
社
会
福
祉
課
　

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
１
２（
直
通
）

　
茨
城
県
水
戸
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
で

は
、
三
の
丸
カ
レ
ッ
ジ
講
座
（
前
期
）

の
受
講
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
講
座
名
「
ス
マ
ホ
が
、
ち
ょ
う
ど
い
い

距
離
感
で
暮
ら
す－

デ
ジ
タ
ル
時
代
の

“
自
分
ら
し
い
生
活
”
の
整
え
方－

」
 

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
操
作
を
学
ぶ
講
座

　
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
な
い
場
合
で
も

　
受
講
可
能
で
す
。

▼
開
催
日

　
第
１
回
　
６
月
　
日
（
日
）
　

21

　
第
２
回
　
６
月
　
日
（
日
）

２８

　
第
３
回
　
７
月
５
日
（
日
）

　
第
４
回
　
７
月
　
日
（
日
）

１２

▼
時
間
　
各
回
　
午
後
２
時
～
４
時

▼
場
所
　
茨
城
県
水
戸
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
（
茨
城
県
三
の
丸
庁
舎
内
、
水
戸

市
三
の
丸
１－

５－
　
）
３８

▼
受
講
料
　
３
，
０
０
０
円
（
　
歳
以

29

下
は
、
１
，
０
０
０
円
）

▼
申
込
締
切
　
５
月
　
日
（
金
）

15

▼
そ
の
他
　
詳
細
は
下
記

二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
よ
り

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
申
込
み
・
問
合
せ
先
】

茨
城
県
水
戸
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９（
２
２
８
）１
３
１
３

　
て
ん
か
ん
市
民
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
　
５
月
　
日
（
土
）

30

午
後
１
時
～
３
時
　
分
（
開
場
　
午
後
０
時
　
分
）

30

３０

▼
場
所
　
セ
キ
シ
ョ
ウ
・
ウ
ェ
ル
ビ
ー

イ
ン
グ
福
祉
会
館
 （
茨
城
県
総
合
福
祉

会
館
）
 ４
階
 大
研
修
室
（
水
戸
市
千
波

町
１
９
１
８
）

▼
講
師
　
榎
園
崇
先
生
（
筑
波
大
学
附

属
病
院
 小
児
科
）

▼
参
加
費
　
無
料
（
非
会
員
は
資
料
代

１
０
０
円
）

▼
そ
の
他
　
事
前
申
込
不
要

【
問
合
せ
先
】　
公
益
社
団
法
人
日
本
て
ん

か
ん
協
会（
波
の
会
） 茨
城
県
支
部

☎
０
２
９（
２
５
１
）３
２
５
４

　
令
和
８
年
４
月
か
ら
、
毎
月
第
１
水

曜
日
（
休
日
の
場
合
は
第
２
水
曜
日
）

に
無
料
相
続
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

　
詳
細
は
茨
城
司
法
書
士
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】
茨
城
司
法
書
士
会
事
務
局

☎
０
２
９（
２
２
５
）０
１
１
１

防
災
行
政
無
線
の
放
送
内
容
の
確
認

に
ご
利
用
く
だ
さ
い

日
本
赤
十
字
社
茨
城
町
分
区

令
和
７
年
度
赤
十
字
活
動
資
金
（
募

金
）
の
ご
協
力
の
お
礼

第
　
回
て
ん
か
ん
市
民
講
座
「
て
ん
か

52
ん
を
知
ろ
う
～
治
療
と
生
活
の
知
恵
～
」

三
の
丸
カ
レ
ッ
ジ
講
座
　
受
講
生
募
集

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
健
康
相
談

（
事
前
予
約
制
）

司
法
書
士
に
よ
る
相
続
無
料
相
談
会

の
ご
案
内


